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Ⅰ はじめに 

 １．第２期君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略の趣旨 

   本市では、人口減少に歯止めをかけ、活力ある地域を維持していくため、

２０１６年（平成２８年）３月に君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦

略（以下、「現総合戦略」という。）を策定し、地方創生関連の交付金を活用

するなど各施策に取り組んできました。 

これに伴い、個々の取組については一定の成果が得られたものの、実情と

して人口減少の歯止めに結実していない状況にあり、特に次代を担う若者の

人口流出が続いていることから、早期の対応が求められます。 

また、本市に甚大な被害をもたらした、２０１９年（令和元年）９月の台

風１５号、１９号を教訓とし、早期の災害復旧・復興に力を入れるとともに、

真に災害に強いまちづくりに取り組んでいく必要があります。 

このような中、２０１９年度（令和元年度）をもって現総合戦略の計画期

間が終了することから、これまでの取組の検証や、直近の統計データ等を用

いて君津市人口ビジョンを改訂するとともに、国の動向等を勘案しながら、

第２期君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略（以下「次期総合戦略」

という。）を策定します。 

 

 ２．位置づけ（まちづくり実施計画との関係性） 

   本市の最上位計画である君津市総合計画（以下、「総合計画」という。）の

総仕上げとも言うべき、第３次まちづくり実施計画（以下、「まちづくり実

施計画」という。）では、転入促進と転出抑制で人口減少に歯止めをかける

ことを重点施策としており、総合戦略の考えを包含するものです。 

このため、次期総合戦略については、まちづくり実施計画における、重点

施策を戦略的に推進するための行動計画（アクションプラン）として位置づ

けるとともに、次期総合計画の先導的な役割を担うものとします。 

 

 ３．計画期間 

   次期総合戦略の計画期間は、総合計画の計画期間（２０１３年度（平成２

５年度）～２０２２年度（令和４年度））との整合を図るとともに、将来的

な総合計画と総合戦略の一体化を見据え、２０２０年度（令和２年度）から

２０２２年度（令和４年度）までの３年間とします。 

なお、計画期間中においても、社会経済情勢の変化や国の動向等に応じ 

て、適宜見直しを行います。 
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また、人口ビジョンの改訂における計画期間は、国の長期ビジョンを踏ま

え、２０２０年（令和２年）から２０６０年（令和４２年）までの４０年間

とします。 

 

４．推進体制等 

総合戦略の推進にあたっては、産・官・学・金・労・言の各分野の代表で

構成される、君津市「まち・ひと・しごと創生」有識者会議において、各施

策の効果検証等を行います。 

また、市役所内で組織する「君津市未来創造戦略本部会議」及び「君津市

未来創造戦略幹事会議」により、施策横断的な取組を推進するとともに、内

容の見直しを柔軟に行うなど、実効性を確保します。  

 

５．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進 

国際社会全体の目標でもある「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」につい

ては、国の総合戦略（２０１７年改訂版）に盛り込まれているほか、地方自

治体においても、取組を推進するよう求められています。 

このため、本市においてもＳＤＧｓの考え方などを次期総合戦略に取り入

れ、地域内外の様々なステークホルダーが立場を超えて連携しながら、誰一

人取り残さない「希望に満ちた君津の未来」を実現していきます。 

 

【ＳＤＧｓのロゴ】 
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【ＳＤＧｓの１７の目標】 

目標（ゴール） 説明および自治体行政の果たし得る役割 

 

目標１．あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最も適

したポジションにいます。各自治体においてすべての市民に必要最低限

の暮らしが確保されるよう、きめ細やかな支援策が求められています。 

 

目標２．飢餓を終わらせ、食料安全保障および栄養改善を実

現し、持続可能な農業を促進する 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食

料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画

が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進

し、安全な食料確保に貢献することもできます。 

 

目標３．あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保

し、福祉を促進する 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度

の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つこと

によって住民の健康状態を維持・改善可能であるという研究成果も得ら

れています。 

 

目標４．すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保

し、生涯学習の機会を促進する 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべ

き役割は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げる

ためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要

です。 

 

目標５．ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児

の能力強化を行う 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。

また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために

行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすのも重要な取組と

いえます。 
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目標６．すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な

管理を確保する 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水

道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の

環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。 

 

目標７．すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近

代的エネルギーへのアクセスを確保する 

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり、住民が省/再エ

ネ対策を推進する際に補助を出す等、安価かつ効率的で信頼性の高い持

続可能なエネルギー源へのアクセスを増やすことも自治体の大きな役割

といえます。 

 

目標８．包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべての人々

の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出

に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サー

ビスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場にあ

ります。 

 

目標９.強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持

続可能な産業化の促進およびイノベーションの推進を図る 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有していま

す。地域経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むこと

で新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献することがで 

きます。 

 

目標１０．各国内および各国間の不平等を是正する 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うこと

ができます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづく

りを行うことが求められています。 

 

目標１１．包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可

能な都市および人間居住を実現する 

包摂的で、安全な、強靭で持続可能なまちづくりを進めることは首長

や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。

都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっ

ています。 
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目標１２．持続可能な生産消費形態を確保する 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテー

マです。これを推進するためには市民一人一人の意識や行動を見直す必

要があります。省エネや３Ｒの徹底など、市民対象の環境教育などを行

うことでこの流れを加速させることが可能です。 

 

目標１３．気候変動およびその影響を軽減するための緊急対

策を講じる 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化して

います。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動

に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求められていま

す。 

 

目標１４．持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、

持続可能な形で利用する 

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因していると言われていま

す。まちの中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがな

いように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じること

が重要です。 

 

目標１５．陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、

持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣

化の阻止・回復および生物多様性の損失を阻止する 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大き

な役割を有するといえます。自然資産を広域に保護するためには、自治

体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との

連携が不可欠です。 

 

目標１６． 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促

進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる

レベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築

する 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。

地域内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯

罪を減らすのも自治体の役割といえます。 
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目標１７．持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロ

ーバル・パートナーシップを活性化する 

自治体は公的／民間セクター、市民、ＮＧＯ/ＮＰＯなど多くの関係者

を結び付け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。

持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築くことは

極めて重要です。 

 

資料：説明は外務省が日本語訳したもの（関係各省庁においても同訳を引用）自治体の果たし得る役割

は国の関係各省庁が参考資料として示している「私たちのまちにとっての SDGs（持続可能な開

発目標）－導入のためのガイドライン－（2018 年 3 月版（第 2 版）」（自治体 SDGs ガイドライン

検討委員会編集）において記載されており、国際的な地方自治体の連合組織である UCLG(United 

Cities and Local Governments)が示した内容を日本語訳したもの 
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Ⅱ 人口ビジョン（改訂） 

本市の人口動向等についてデータに基づき分析を行い、目指すべき将来の方

向と人口の将来展望を示します。 

 

1．人口の動向 

（１）人口の推移 

本市の人口は、１９９５年(平成７年)の９３，２１６人（国勢調査）を

ピークに減少しており、２０１５年(平成２７年)には８６，０３３人とな

っています。 

国の資料に基づく人口推計（国立社会保障・人口問題研究所(以下、社

人研)推計準拠）によると、このまま対策を行わず人口が減少した場合、

本市の総人口は、２０２０年(令和２年)に８２，２１１人、２０４０年(令

和２２年)に６３，６４０人、２０６０年(令和４２年)には４５，４６０

人となり、２０１５年(平成２７年)と比べて、４０，５７３人減少すると

予測されます。 

 

総人口の推移 

 

資料：1980 年(Ｓ60)～2015 年(H27)は国勢調査、2020 年(R2)以降はまち・ひと・しごと創生本部提供資

料に基づいた推計（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠） 
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（２）人口の推移（地区別） 

本市は、八幡製鐵君津製鐵所（現日本製鉄君津製鉄所）の操業開始に伴

う転入者の増加により、１９６５年(昭和４０年)頃から君津地区の人口が

急激に増加しましたが、２０１３年（平成２５年）４月末の６３，４８０

人をピークに減少に転じています。 

一方、小糸地区、清和地区、小櫃地区、上総地区については、小糸地区

で緩やかな人口増加がみられた時期を除き、減少傾向で推移しています。 

 

地区別人口の推移 

 

資料：住民基本台帳 
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（３）年齢３区分別人口の推移 

本市全体の年齢３区分別人口は、生産年齢人口(１５～６４歳)、年少人

口(０～１４歳)が減少傾向で推移する中、老年人口(６５歳以上)は増加傾

向にあり、２０２５年(令和７年）までこの傾向は続くと予測されます。 

老年人口の割合は、生産年齢人口が順次老年期に入り、また、平均寿命

が延びたことから今後も増加し、２０６０年(平成７２年）には、４２．

６％が６５歳以上になると予測されます。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 
※実績値の総人口は年齢不詳人口が含まれるため、年齢 3 区分別人口を合計しても総人口と合わない場

合がある。 

 

年齢３区分別人口割合の推移 

 
資料：1980 年(S55)～2015 年(H27)は国勢調査、2020 年(R2)以降はまち・ひと・しごと創生本部提供資

料に基づいた推計（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠） 
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（４）年齢３区分別人口割合の推移（地区別） 

全ての地区で年少人口割合と生産年齢人口割合が減少する一方、老年人

口割合は増加し、今後も少子高齢化の状況が続くと予測されます。 

また、現在は地区によって割合に差がありますが、将来的には収束して

各地区の差が減少していくと予測されます。 

 

地区別 年少人口（０～１４歳）割合の推移 

 

地区別 生産年齢人口（１５～６４歳）割合の推移 

 

地区別 老年人口（６５歳以上）割合の推移 

 

資料：1980 年(S55)～2015 年(H27)は国勢調査、2020 年(R2)以降はまち・ひと・しごと創生本部提供資

料に基づいた推計（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠） 
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（５）年齢別人口構成（人口ピラミッド） 

本市の年齢構成は、１９８０年（昭和５５年）では、年少人口（０～１

４歳）や生産年齢人口（１５歳～６４歳）が多く、「ピラミッド型」を形成

していました。 

しかしながら、２０１５年（平成２７年）には、少子高齢化の進行から

いわゆる「つぼ型」を形成する人口構成に移行し、将来的には全体の人口

が縮小していくと予測されます。 

 

１９８０年（昭和５５年）          ２０１５年（平成２７年） 

      

 

２０４０年（令和２２年）          ２０６０年（令和４２年） 

      

資料：1980 年(S55)～2015 年(H27)は国勢調査、2020 年(R2)以降はまち・ひと・しごと創生本部提供資

料に基づいた推計（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠） 
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（６）自然増減（出生・死亡） 

出生・死亡数の推移を見ると、２００４年(平成１６年)以降、死亡数が

出生数を上回る「自然減」が続いており、死亡数と出生数の差は拡大傾向

にあります。２０１８年(平成３０年)では、出生数５７４人に対して、死

亡数９６７人となっており、３９３人の「自然減」となっています。 

 

自然増減（出生・死亡）の推移 

 

 

自然増減（出生-死亡）の推移の比較 

 

資料：君津市は君津市統計書、他市については 1993 年(H5)まで千葉県毎月常住人口調査、1994 年(H6)

以降は住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査 
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（７）女性の年齢階級別出生数の推移 

１５～４９歳の女性の出生数の推移では、全体的に減少傾向となってい

ます。特に２５～２９歳の女性が産む子どもの数の減少が顕著に見られ、

晩婚化が影響しているものと推察されます。 

 

女性の年齢別（５歳階級）出生数の推移 

 

資料：千葉県衛生統計年報 
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（８）合計特殊出生率の推移 

一人の女性が生涯に産む子どもの平均数である「合計特殊出生率」の推

移を見ると、本市は２０１７年(平成２９年)に１．４０と、県内平均１．

３４を上回っているものの、全国平均１．４３を下回っている状況です。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

資料：千葉県健康福祉部健康福祉指導課 

 

【参考】実際に育てられると思う子どもの人数が理想の人数より少ない理由 

※２０１９年（R１）（君津市住民アンケート（結婚・出産・子育て）より 
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（９）未婚率の状況 

本市の未婚率の状況をみると、２０１５年(平成２７年)では、男女とも

に３０～３４歳で若干の改善があったものの、全体的には男女ともに上昇

傾向にあります。男性では、３０～３４歳、３５～３９歳での上昇が大き

く、女性では、いずれの層でも大幅な上昇がみられ、晩婚化・未婚化が進

んでいます。 

 

未婚率の推移（男性） 

 

 

未婚率の推移（女性） 

 

資料：2015 年（H27）国勢調査 
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【参考】晩婚化・未婚化が進んでいる原因 

※２０１９年（Ｒ１）（君津市住民アンケート（結婚・出産・子育て））より 

 

 

 

 【参考】理想とする年齢で結婚ができるようにするため力を入れるべきこと 

※２０１９年（Ｒ１）（君津市住民アンケート（結婚・出産・子育て））より 
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（１０）社会増減（転入・転出）の推移 

社会増減（転入・転出）の推移では、１９９４年(平成６年)以降、転

出超過となっており、２０１８年(平成３０年)は、転入２，８２８人に

対して、転出が３，２２８人で、４００人の「転出超過」となっていま

す。 

 

社会増減（転入-転出）の推移 

 

社会増減（転入-転出）の推移の比較 

 
資料：君津市は君津市統計書、他市については 1993 年(H5)まで千葉県毎月常住人口調査、1994 年(H6)

以降は住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査 
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（１１）転入・転出の状況 

◆ 千葉県内 

県内他市区町村からの転入者は、木更津市の４７４人が最も多く、次

いで富津市３０４人、千葉市１２５人となっています。 

県内他市区町村への転出者は、木更津市の７７１人が最も多く、次い

で富津市２５６人、千葉市２２５人となっています。 

 

主な県内からの転入状況          主な県内への転出状況 

【転入者：１，５３５人】         【転出者：２，００２人】 

 

 

資料：2018 年(H30)住民基本台帳人口移動報告 
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◆ 千葉県外 

県外からの転入者は、東京都の２０８人が最も多く、次いで神奈川県１

３５人、福岡県８３人となっています。 

県外への転出者は、東京都の３５６人が最も多く、次いで神奈川県１６

１人、埼玉県７８人となっています。 

転入・転出とも首都圏以外に、北海道や福岡県が上位にあることから、

臨海部に立地する鉄鋼関連企業の就業者の移動が大きく影響しているも

のと考えられます。 

 

 

 

主な県外からの転入状況         主な県外への転出状況 

【転入者：１，１２４人】        【転出者：１，０８６人】 

       

 

資料：2018 年(H30)住民基本台帳人口移動報告 
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【参考】転入出理由（君津市アンケート調査より） 

転出入の理由（きっかけ）はどちらも「仕事の都合」（就職、転勤等）が最大となっ

ており、次いで「家庭の都合」（結婚、親族との同居、介護等）となっています。 

 

転出の理由（きっかけ） 

 

 

 

転入の理由（きっかけ） 
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（１２）男女別・年齢階級別の人口移動 

過去５年間ごとの人口移動を見ると、男性については、過去からの長

期的な傾向として、「１５～１９歳⇒２０～２４歳」の層で、大幅な転出

超過となっていましたが（市外への大学進学などによる影響が考えられ

る）、その傾向は徐々に弱まり、直近では転入超過となっています。 

また、「２５～２９歳⇒３０～３４歳」と「３０～３４歳⇒３５～３９

歳」の層は、かつて転入超過の時期もありましたが、直近では大幅な転

出超過となっています。 

女性については、特に「１５～１９歳⇒２０～２４歳」の層で、大幅

な転出超過となっており、近年の傾向としては、「２０～２４歳⇒２５

～２９歳」と「２５～２９歳⇒３０～３４歳」の層における転入超過の

傾向がなくなり、若い世代は一貫して転出超過になっています。 

直近１年間（２０１８年（平成３０年））の人口移動を見ると、男性に

ついては、「１５～１９歳」で大幅な転入超過となっていますが、男女と

もに若い世代の転出超過が課題であります。 

 

年齢階級別の人口移動（男性）※５年間の人口移動 

 

※年齢階級別の人口移動では、ある年齢幅の人数が 5 年後にどれくらいあったかを示す。例えば、男性

で 2010 年に 0～4 歳の方が 5 年後の 2015 年に 5～9 歳となったときに 78 人減ったことを示している。 
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年齢階級別の人口移動（女性）※５年間の人口移動 

 

資料：地域経済分析システム（国勢調査、住民基本台帳人口移動報告） 

 

年齢階級別の人口移動（男女）※１年間の人口移動 

 

資料：2018 年（H30）住民基本台帳人口移動報告 
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（１３）年齢階級別転入元 

     年齢階級別の転入元では、１０～１９歳の転入元は、県外その他が

５４％となっています。これは高校卒業後の鉄鋼関連企業への就職に

伴う移動が大きく影響しているものと考えられます。 

年齢階級別転入元 

 

 

 

 
資料：2018 年(H30)住民基本台帳人口移動報告 
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（１４）年齢階級別転出先 

     年齢階級別の転出先では、０歳～９歳の７６％が千葉県内となって

おり、３３％が木更津市、１２％が富津市となっています。 

このことから、子育て世代の多くは近隣市に転出していることがわか

ります。 

年齢階級別転出先 

 

 

 

 
資料：2018 年(H30)住民基本台帳人口移動報告 
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（１５）妊娠届出者の転入・転出の状況 

２０１４年（平成２６年）から２０１８年（平成３０年）の５年間で

妊娠届出書を提出した３，３５２人のうち、２，０５９人（６１％）が

２０１０年（平成２２年）以降に本市に転入しています。 

このことから、本市で生まれ育ち、妊娠、出産する女性の割合が比較

的低いことがわかります。また、このうち８４５人（２４％）が妊娠届

出書提出後に本市から転出しており、転出先は近隣市の割合が高くなっ

ています。 

 

妊娠届出者の転入状況（※）         妊娠届出者の転入元（※） 

 

 

※君津市⇒東京都⇒君津市という移動をした場合も転入者に含まれます。 

 

妊娠届出者の転出状況（※）         妊娠届出者の転出先 

 

※２０１９年（令和元年）８月３１日までに転出した件数 

資料：健康づくり課 
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（１６）世帯構成の推移 

     人口減少の中でも、核家族世帯と単独世帯（一人暮らし）の増加によ

り、全体の世帯数は増加傾向にあります。単独世帯については、２０１

５年（平成２７年）は１０，３２５世帯となり、２０１０年（平成１２

年）から３，８９５世帯の増加となっています。特に、高齢者の単独世

帯の増加が顕著で、高齢化の進行により今後も増加傾向が続くと考え

られます。 

     一方、３世代で同居している世帯は、２０００年（平成１２年）には

４，４２２世帯でありましたが、２０１５年（平成２７年）には２，７

５０世帯まで落ち込み、１，６７２世帯の減少となっています。 

 

家族類型別一般世帯数の推移 

 
資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

（１７）昼夜間人口の推移 

本市の昼夜間人口比率は、１９９０年（平成２年）の１００．２から

減少傾向となっています。千葉県は東京都のベッドタウンとしての性格

を有しているため、８９．７と低くなっていますが、本市は千葉県平均

や周辺市と比較しても高くなっています。 

 

昼夜間人口、昼夜間人口比率の推移 

 

昼夜間人口比率の比較 

 

資料：2015 年（H27）国勢調査 

※「昼夜間人口比率」とは、常住人口（夜間人口）１００人当たりの昼間人口の割合です。

都心部のように昼間に外から人を集めていると「１００」を超え、逆に都心部のベッド

タウンなどで、昼間は外に働きに出ていて人が少ないと「１００」を下回ります。 
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２．雇用・就業・産業等に関する状況 

（１）産業別人口・特化係数 

産業別就業人口は、男性では「製造業」、「建設業」、「運輸業，郵便業」、

の順に就業者が多く、女性では「医療，福祉」、「卸売業，小売業」、「宿泊

業，飲食サービス業」の順で多くなっています。 

本市の就業構造の特徴を把握する指標として、全国平均を１．０とした

特化係数(市のＸ産業の就業者比率÷全国のＸ産業の就業者比率)で比較

すると、男女に共通して「鉱業，採石業，砂利採取業」が突出して高く、

次いで男性では「複合サービス事業」１．９、「建設業」「生活関連サービ

ス業、娯楽業」１．６、女性では「建設業」「運輸業、郵便業」１．５、「製

造業」１．４の順となっています。 

 

産業別就業人口・特化係数 

 
資料：2015 年(Ｈ27)国勢調査 

◆特化係数：構成比を比較した係数 

◆算出方法の例：「産業 A の就業人口の特化係数」の算出方法 

「特化係数」 ＝ 君津市「産業 A」就業者比率※ ÷ 全国「産業 A」就業者比率 

※「産業 A」就業者比率 ＝ 「産業 A」就業人口数÷就業人口総数 
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（２）産業別の稼ぐ力と雇用力 

域外（市外）からの消費や資金流入によって示す「稼ぐ力」と域内全産

業の従業者数に対する当該産業の従業者数の割合によって示す「雇用力」

を見ると、君津市は「鉄鋼業」に特化しており、特に「雇用力」は群を抜

いて高くなっています。 

これは、臨海部に立地する鉄鋼関連企業の雇用力が大きいことによるも

のと考えられます。 

なお、その他の雇用力が高い産業としては、「飲食店」、「設備工事業」、

「道路貨物運送業」が挙げられます。 

 

稼ぐ力と雇用力 

 

資料：総務省「地域の産業・雇用創造チャート」2016 年（H28）経済センサス 

◆縦軸（雇用力）※産業別従業者割合 
・市内の全従業員数に対するある産業の従業者数の割合を見たもので、割合が高いほど、多

くの人がその産業で働いており、雇用吸収力が高い産業を表します。 
○従業者割合＝君津市の産業別従業者数/君津市の全従業者数 

◆横軸（稼ぐ力のある産業）※修正特化係数の対数変換値 
・市外からお金を稼ぐ力のある基盤産業を見つける簡便な方法が特化係数で、ある地域の特

定の産業の相対的な集積度（＝強み）を見る指数を表します。具体的には、修正特化係数
の対数変換値が０を超える産業が基盤産業で、当該産業は稼ぐ力の高い産業ということに
なります。 

○特化係数 ＝君津市の産業別従業者比率／全国の産業別従業者比率 
○修正特化係数の対数変換値 ＝上記特化係数×各産業の自足率を対数変換した値 
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（３）年齢階級別産業人口の状況 

産業別の年齢構成は、農業・林業において、高齢化と後継者不足から、

６０歳以上の就業者割合が、２０１５年(平成２７年)に６８．４％となっ

ており、他の産業と比べて突出して高くなっています。（国や県と比較し

ても高い） 

その他の産業については、比較的バランスのとれた年齢構成となってい

ます。 

 

年齢階級別産業人口割合の比較（主な産業） 

 

資料：2015 年（H27）国勢調査 
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（４）地区別・産業別就業人口の状況 

産業別の就業人口を地区別にみると、農林業と製造業において大きな差

があることがわかります。君津地区における農林業従事者は１．２％程度

であるのに対し、小櫃地区では１４％以上となっています。一方、製造業

は、君津地区では２０％を超えているのに対し、上総地区では８．９％程

度となっています。 

 

地区別・産業別就業人口割合 

 

資料：2015 年（H27）国勢調査 
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（５）就業者の通勤先 

市外からの通勤者は周辺市が中心で、木更津市の７，１１６人が最も多

く、次いで富津市が４，５０３人となっています。 

市外への通勤者についても同様で、木更津市の７，７１０人が最も多く、

次いで富津市が３，１６９人となっています。また、東京都への就業者も

１，１０７人と比較的多くなっています。 

 

主な市外からの通勤者数         主な市外への通勤者数 

【１５，９８４人】           【１７，３１１人】 

 

 

資料：2015 年(Ｈ27)国勢調査 
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（６）通学者の通学先 

市外からの通学者は周辺市が中心で、木更津市の６１２人が最も多く、

次いで富津市が２１７人となっています。 

市外への通学者については、木更津市の９６３人が最も多く、次いで東

京都が３２９人となっています。 

 

主な市外からの通学者数         主な市外への通学者数 

【１，２９５人】            【２，２８５人】 

 

資料：2015 年(Ｈ27)国勢調査 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

 

（７）新設住宅の状況 

本市の新設住宅戸数は年によって差がありますが、２０１８年（平成３

０年）においては、木更津市の１，１９０戸、袖ケ浦市の６１６戸に対し

て、５７１戸と少ない状況です。 

 

新設住宅戸数 

 

資料：国土交通省建築着工統計調査 

 

※新設住宅とは新築（旧敷地以外の敷地への移転を含む。）、増築又は改築による、独立し

て居住できる住宅のことです。 
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３．将来人口の推計 

本市の将来人口について、社人研の推計方法を基準としながら、「合計特

殊出生率（以下「出生率」）」と転入転出に関する仮定値「移動率」のパター

ンを以下のとおり設定し、推計を行いました。 

 

（１）社人研の推計方法（概要） 

出生に関する

仮定 

原則として、２０１５年（平成２７年）の全国の子ども女性比（１

５～４９歳女性人口に対する０～４歳人口の比）と各市町村の子ど

も女性比との比をとり、その比が概ね維持されるものとして市町村

ごとに仮定 

死亡に関する

仮定 

 原則として、５５～５９歳→６０～６４歳以下では、全国と都道

府県の２０１０年（平成２２年）→２０１５年（平成２７年）の生

存率の比から算出される生残率を都道府県内市区町村に一律に適

用 

６０～６４歳→６５～６９歳以上では、上述に加えて、都道府県

と市区町村の２０００年（平成１２年）→２０１０年（平成２２年）

の生残率の比から算出される生残率を市区町村別に適用 

移動に関する

仮定 

原則として、２０１０年（平成２２年）～２０１５年（平成２７

年）の国勢調査（実績）等に基づいて算出された移動率が、２０４

０年（令和２２年）以降継続すると仮定 

 

（２）推計パターン 

パターン 出生率に関する仮定 移動率に関する仮定 

【パターン１】 

出生率向上 

２０３０年（令和１２年）ま

でに２．１まで上昇すると仮定 
社人研推計準拠 

【パターン２】 

出生率向上＋ 

移動均衡 

２０３０年（令和１２年）ま

でに２．１まで上昇すると仮定 

移動率がゼロ（均衡）で推

移すると仮定 

【パターン３】 

将来展望人口 

国の長期ビジョンに基づき、

２０３０年（令和１２年）まで

に１．８、２０４０年までに２．

０７に向上すると仮定 

２０３０年度（令和１２

年度）までに移動率がゼロ

（均衡）になると仮定 
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 【パターン１】 出生率向上   

● 出生率：２０３０年（令和１２年）までに２．１まで上昇すると仮定 

● 移動率：社人研推計準拠 

 

社人研推計準拠とパターン１の比較（総人口） 

 

 

年齢３区分別人口（パターン１） 
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 【パターン２】 出生率向上+移動均衡   

● 出生率：２０３０年（令和１２年）までに２．１まで上昇すると仮定 

● 移動率：ゼロ（均衡）で推移すると仮定 

 

社人研推計準拠とパターン２の比較（総人口） 

 

 

年齢３区分別人口（パターン２） 
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 【パターン３】 将来展望人口   

● 出生率：２０３０年（令和１２年度）までに１．８、２０４０年までに２．０７に

向上すると仮定 

● 移動率：２０３０年度（令和１２年度）までに移動率がゼロ（均衡）になると仮定 

 

社人研推計準拠とパターン３の比較（総人口） 

 

年齢３区分別人口（パターン３） 
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（３）各パターンの推計結果の比較 

 

君津市（市全体）の人口推計 

 

 

君津地区の人口推計 
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小糸地区の人口推計 

 

 

清和地区の人口推計 
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小櫃地区の推計人口 

 

 

上総地区の推計人口 
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４．目指すべき将来の方向と人口の将来展望 

（１）目指すべき将来の方向 
これまでの分析結果等を踏まえると、本市の人口減少に歯止めをかけるた

めには、まずは若い世代の転出抑制、転入促進を図り、転出超過の状況を克

服する必要があります。 

このため、次期総合戦略においては、特に人口流出が顕著な若い世代・ 

女性にターゲットを絞り、雇用の創出や良質な住環境、安心して子どもを 

産み育てられる環境を整えるとともに、先の台風による災害なども踏まえ、 

安全安心な暮らしが実現できるまちづくりを推進します。 

 

① 安心して働けるしごとをつくる 

本市の特性を活かした多種多様な魅力ある産業を創出し、特に若い世代

や女性にとって、安心して働ける雇用の場を確保します。 

 

② 君津へのひとの流れをつくる 

地域の資源を磨き上げ、都市と農村が調和した、本市の魅力を積極的に

ＰＲするとともに、受け皿としての良質な住環境を整備することで、交流

人口の増加や移住定住の促進を図ります。 

 

③ 安心して出産・子育てができる環境をつくる 

共働き世帯や核家族化の進展により、子育てニーズが高まる中、妊娠・ 

出産・子育てにおける切れ目のない支援を行うことにより、誰もが安心 

して出産・子育てができる環境を整えます。 

 

④ つながり・支え合いによる安心安全なまちをつくる 

都市機能の集積による利便性の向上や地域の実情に応じた公共施設の

再編、交通ネットワークの充実を図るなど、持続可能なまちづくりを推進

します。 
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（２）人口の将来展望 

 本市では、２０３０年（令和１２年）までに、転出超過をゼロ（均衡）に

し、また、出生率を２０３０年（令和１２年）に１．８、２０４０年（令和

１２年）には２．０７まで向上させることで、２０３０年に７万７千人、２

０６０年に６万人の人口維持を目指します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

君津市の将来展望人口（総人口） 

 

 

 

 

2030 年までに転出超過をゼロ 
合計特殊出生率を 

2030 年までに 1.8、２０４０年までに 2.07 

2030 年に 7 万 7 千人、2060 年に 6 万人を維持 
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君津市の将来展望人口（年齢３区分別人口） 

 

 

 

君津市の将来展望人口（年齢３区分別人口割合） 
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Ⅲ 次期総合戦略 

人口ビジョンの改訂、国の動向等を勘案しながら、次期総合戦略における基

本的な考え方、今後の施策の方向性などを示します。 

 

１．国の基本的な考え方 

 （１）全体の枠組 

第１期で根付いた地方創生の意識や取組を「継続を力にする」という姿

勢で維持し、地方創生のより一層の充実・強化に取り組むとしています。 

 

（２）４つの基本目標 

現行の４つの基本目標「地方にしごとをつくり、安心して働けるように

する」「地方への新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子

育ての希望をかなえる」「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守

るとともに、地域と地域を連携する」は維持しつつ、「地方への新しいひ

との流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

について、取組の強化を行うとしています。 

 

（３）「まち」「ひと」「しごと」の好循環 

地域の特性に応じて、「しごと」起点と合わせ、「ひと」起点、「まち」起

点という多様なアプローチを柔軟に行うことが重要としています。 

 

（４）第２期における新たな視点 

４つの基本目標の取組にあたり、新たな次の視点に重点を置いて施策を

進めるとしています。 

 

① 地方へのひと・資金の流れを強化する（「関係人口」の創出･拡大） 

② 新しい時代の流れを力にする（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた技

術の活用、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生、「地方から世界へ」） 

③ 人材を育て活かす（人材の掘り起こしや育成、活躍を支援） 

④ 民間と協働する（ＮＰＯなどの地域づくりを担う組織や企業と連携） 

⑤ 誰もが活躍できる地域社会をつくる（女性、高齢者、障害者、外国人な

ど誰もが居場所と役割を持ち、活躍できる地域社会を実現） 

⑥ 地域経営の視点で取り組む（ストック活用、マネジメント等） 
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２．市の基本的な考え方 

 （１）これまでの取組の検証（総括） 

現総合戦略では、国の動向等を踏まえ「地域内経済を活性化させること 

で、安定した雇用を創出する」「新たなひとの流れを創出し、地域内への

ひとの流れを促進させる」「地域が一体となり、安心して出産・子育てで

きる環境を整える」「地域ごとに、持続性を担保しつつ活力ある地域を維

持するため、市内の人口動態を明らかにし、時代に適合した新たなまちづ

くりをすすめる」の４つの基本目標及び全ての基本目標に共通する施策と

して、市民協働の推進を掲げ取り組んできました。 

また、毎年度の取組に関し、実効性を確保するため、施策・事務事業評

価を取り入れ、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行ってきました。 

このような取組の結果、基本目標ごとの数値目標では、戦略策定時に比

べて改善が見られるものの、本市の人口減少の克服に結実する成果が得ら

れていない状況です。 

次期総合戦略にあたっては、国の基本的な考え方を踏まえるとともに、

これまでの取組の課題に向き合い、ターゲットの絞り込みや施策間の連携

（パッケージ化）による効果の最大化を図る必要があります。 

 

（２）第２期総合戦略における取組の方向（基本的な視点） 

 

① 若い世代・女性にターゲットを絞る。 

本市の人口動向をみると、２０代・３０代といった若い世代が転出す 

る傾向にあります。また、市民アンケートにおいても、２０代の転出意

向の割合が高く、中でも女性の多くが「生活の不便さ」を理由にしてい

ます。 

産業や消費を支える若い世代の人口流出は、経済規模の縮小などによ

る地域活力の低下を招きます。 

このため、若い世代・女性にターゲットを絞り、住みたい、住み続け

たいと思える取組を推進します。 

 

② 君津の強み（らしさ）を活かす。 

本市の特徴は、「豊かな自然環境」「都心から近い」「臨海部の製鉄所の 

存在」など、様々なものがあります。市民アンケートにおいても、君津 

市に住み続けたい理由として、「豊かな自然環境」をあげる方が多い状況 

です。 
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このため、本市の持つ様々な魅力を有機的に結びつけ、シティプロモ

ーションを展開するなど、君津の強み（らしさ）を活かした取組を推進

します。 

 

③ 災害からの復旧・復興と安全安心な暮らしを実現する。 

本市は、先の台風災害により、長きにわたる停電、断水や家屋の損壊、

事業者や農業関連施設への被害など、甚大な被害に見舞われました。 

また、災害の復旧にあたっては、自らが被災しながらも手を差し伸べ

る姿を目にする中、改めて地域のつながりや支え合いの大切さを認識し

ました。 

この災害を教訓とし、早期の災害復旧・復興に向けて全力で取り組ん

でいくとともに、防災力の更なる強化と併せ、地域のつながりや支え合

いが息づく、安全安心な暮らしが実現できる取組を推進します。 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進

「希望に満ちた君津の未来」

都市力（まち）の向上

土地利用のあり方の検討、公共施設
マネジメントの推進による機能向上

市民力（ひと）の向上

誰もが地域に愛着と誇りを持てる、
市民が主役のまちづくりを推進

産業力（しごと）の向上

企業が活動しやすい環境を整え、
民間活力を最大限に活かす

基本目標 1 安心して働けるしごとをつくる 

施策① 産業競争力の強化 

施策② 起業、創業の支援 

施策③ 人材の確保、雇用環境の整備 

基本目標２ 君津へのひとの流れをつくる 

施策① 地域資源を活かした交流人口、関係人口の創出 

施策② 移住定住を支える環境の充実 

基本目標３ 安心して出産・子育てができる環境をつくる 

施策① 妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援 

施策② 子どもの教育環境の充実 

基本目標４ つながり・支え合いによる安心安全なまちをつくる 

施策① 災害からの復旧復興と安心安全な暮らしの確保 

施策② コミュニティづくりの推進 

施策③ 地区の特性に応じた拠点の形成と交通ネットワークの充実 

３．今後の施策の方向 

（１）施策の全体像 

   

   

 

 

 

 

   

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目指すべき方向性） 

（重点施策） 

（基本施策） 
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（２）重点施策 

    ４つの基本目標に基づく施策を先導する取組として、「都市力（まち）

の向上」、「市民力（ひと）の向上」、「産業力（しごと）の向上」に資する

施策を重点施策として位置づけ推進します。 

 

「都市力（まち）の向上」 

〇土地利用のあり方の検討、推進 

   本市は、県下第２位の広大な市域を有し、地理的な特性や伝統文化の違

いなどから、地区ごとに様々な顔があります。各地区が持つ特性を最大限

に活かし、結びつけ、首都圏にありながら都市機能と農村機能のバランス

のとれた、魅力あふれる「まち」を創造します。 

 特に市街地では、本市の顔であるＪＲ君津駅周辺の土地の高度利用を促進

するなど、都市機能の集積による賑わいと利便性の向上を図ります。 

また、君津インターチェンジ周辺は、地理的優位性などから、本市の更な

る発展に向けた、新たな産業の受け皿となり得ることから、関係機関とも連

携しながら、様々な可能性を検討します。 

なお、土地利用のあり方の検討にあたっては、今後も起こり得る大規模災

害に備え、防災・減災のまちづくりの視点に立って取り組んでいきます。 

 

〇公共施設マネジメントの推進 

   本市の公共建築物の建築年度は、昭和４０年代に集中しており、今後、一

斉に大規模改修や建替えの時期を迎えます。 

このため、今後の公共施設の再配置について、令和元年９月の台風災害を

踏まえた公共施設の強靭化や、持続可能なまちづくりの視点に立ち、市民と

の対話を通して検討するとともに、施設の再編により生じる空き施設を有効

活用するなど、公共施設の質・量・財政負担の最適化を図ります。 

 

「市民力（ひと）の向上」 

〇市民が主役のまちづくりを推進 

 将来にわたって、持続可能なまちづくりを推進していくためには、市民 

一人ひとりが、その個性をいかんなく発揮し、様々な場面において、活躍す

ることが重要です。 

このため、全ての市民が君津への愛着と誇りを持ち続け、前向きで生き生 

きと暮らせるまちづくりを推進します。 
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「産業力（しごと）の向上」 

〇民間活力を最大限に活かす 

地方創生の実現に向けては、民間の力を最大限に引き出し、経済の好循環

を促す仕組みの構築が求められます。 

このため、規制緩和や税制面での優遇措置を検討し、本市において、企 

業がビジネス活動しやすい環境を整えるなど、民間活力を最大限に活かした

取組を推進します。 

また、地域における課題や市民ニーズが多様化・複雑化する中、民間の持

つ知見や技術を積極的に導入するなど、先駆的な取組を通じて課題解決に結

びつけ、更なる地域の活性化を図ります。 
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（３）基本施策 

 

基本目標１ 安心して働けるしごとをつくる 

 

【基本的方向】 

本市は、臨海部に世界有数の製鉄所が立地し、君津市と言えば鉄のまちと

いわれるように、これまで企業城下町として発展を続けてきました。 

また、内陸部には、バイオテクノロジーや精密機械など、様々な分野のマ

ザー工場や研究施設の立地が進む「かずさアカデミアパーク」があります。 

近年では、豊かな自然環境や都心へのアクセス優位性などから、大規模な

農業関連企業の立地が進んでいます。 

今後も、本市の特性を活かした多種多様な魅力ある産業を創出し、特に若

い世代や女性にとって、安心して働ける雇用の場を確保します。 

 

【数値目標】 

指標 現状値 目標値 

市内事業所従業者数 
37,439 人 

（H28 経済ｾﾝｻｽ） 
38,330 人 

 

【施策パッケージごとの主な施策・ＳＤＧｓの目標】 

施策パッケージ 主な施策 ＳＤＧｓの目標 

産業競争力の強

化 

 

■再投資支援の促進 

立地企業の設備更新や事業の高度化に繋

がる再投資支援策を検討します。 

 

【関連する事業】 

○企業誘致推進事業 

 

 

■規制緩和の検討 

事業者の要望等に応じ、国・県・近隣市等

とも連携し、事業活動の妨げになる規制緩和

を検討します。 
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■中小企業の経営安定 

中小企業への資金融資、産業支援センター

を通じた支援などより、経営の安定化を図り

ます。 

 

【関連する事業】 

○中小企業資金融資及び利子補給事業 

○産業支援センター運営事業 

 

 

起業、創業の支

援 

■創業者に対する支援 

君津商工会議所、金融機関と連携し、産業

支援センターを通じた創業支援を行います。 

 

【関連する事業】 

○産業支援センター運営事業 

○特定創業支援事業 

 

 

■空き店舗を活用した事業支援 

市内の空き店舗や空き家を活用し、新たに

お店を始める方などを支援します。 

 

【関連する事業】 

○きみつ魅力あふれるお店づくり事業 

 

 

人材の確保、雇

用環境の整備 

■企業誘致の推進 

無人航空機（ドローン）やＡＩ（人工知能）

などの未来技術をはじめ、幅広い産業の企業

誘致を行います。 

また、千葉県や関係機関と連携し、新たな

産業用地の確保に努めます。 

 

【関連する事業】 

○企業誘致推進事業 
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■企業情報の発信 

市内企業の採用情報や地元で働く魅力を

各種セミナーや企業説明会などを通じ、幅広

く周知します。 

 

 

 

■多様な人材の活躍支援 

就業意欲があるものの、様々な要因により

就業に結びついていない方を支援し,潜在的

な労働力の活用を図ります。 

 

【関連する事業】 

○君津版ハローワーク管理運営事業（新

規） 

 

 

力強い農業の推

進 

■農地集積・集約化の推進 

農地中間管理機構と連携し、貸付希望があ

る農業者から農地を借り受け、地域の担い手

農家に貸し付けます。 

また、地域等の話合いによる人・農地プラ

ンの作成を推進します。 

 

【関連する事業】 

○農地中間管理事業 

 

 

 

■農産物のブランド化の促進 

カラーや小糸在来®等の生産拡大の施設、

販売促進等の取組を支援します。 

また、本市の特色となる新品目の導入にチ

ャレンジする農家を支援します。 

ＪＡきみつの農産物直売所のリニューア

ルを支援し、農家の収益向上を目指します。 

 

【関連する事業】 

○特産品奨励事業 

○ジビエ活用推進事業 
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○きみつの名産応援事業 

○ふるさときみつ応援寄附金事業 

■新規就農支援 

新規就農の担い手確保に向け、農業技術の

習得のほか、農業経営に伴う資金調達や農

地、住居、農機の確保などの支援を行います。 

 

【関連する事業】 

○農業次世代人材投資事業 

○「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支 

援事業 

○農地中間管理事業 

 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 現状値 目標値 

融資枠に対する融資実

績率 
38.9% 65.0% 

空き店舗を活用した新

規出店数 
年 2 店舗 年 4 店舗 

新規就農者数 27 名 30 名 
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基本目標２ 君津へのひとの流れをつくる 

 

【基本的方向】 

本市は、都心からわずか１時間の距離にありながら、四季折々の豊かな自然

が楽しめる観光スポットや、歴史的な文化遺産が数多く残されています。 

今後も、地域の資源を磨き上げ、都市と農村が調和した、本市の魅力を積極

的にＰＲするとともに、受け皿としての良質な住環境を整備することで、交流

人口の増加や移住定住の促進を図ります。 

また、地域に何かしらの形で関わる「関係人口」に注目し、本市を舞台に活

躍する、多様な人材の還流を促すことで、活力ある地域を維持します。 

 

【数値目標】 

指標名 現状値 目標値 

人口の社会増減数 -400 人（H30） -291 人 

 

【施策パッケージごとの主な施策・ＳＤＧｓの目標】 

施策パッケージ 主な施策 ＳＤＧｓの目標 

地域資源を活か

した交流人口、

関係人口の創出 

■観光振興の推進 

観光キャンペーンや各種イベントなどを

通じて、本市の観光資源を広くＰＲし、交流

人口の拡大を図ります。 

 

【関連する事業】 

○観光推進事業 

○観光施設維持管理事業 

 

 

■広域連携による交流促進 

周辺自治体と連携しながら、互いの強みを

活かした広域的な取組により、観光振興を図

ります。 

 

【関連する事業】 

○地方創生広域連携事業 

○アクアラインイースト観光連盟 
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■関係人口の創出 

地域に何かしらの形で関わる「関係人口」

に注目し、本市を舞台に活躍する、多様な人

材の還流を促進します。 

 

【関連する事業】 

○（仮称）関係住民創出事業（新規） 

○市民活動団体支援事業 

 

 

 

移住定住を支え

る環境の充実 

■「きみつ」暮らしの推進 

イベントやホームページ等を通じて、本市

への移住に関する情報発信を行い、移住促進

を図ります。 

また、高速バス通学者を支援することで、

若い世代の転出抑制を図ります。 

 

【関連する事業】 

○定住促進事業 

○空き家バンク事業 

○（仮称）中古住宅リフォーム補助事業（新

規） 

○（仮称）関係住民創出事業（新規） 

○（仮称）高速バス通学支援事業（新規） 

 

 

■空き家バンクの充実 

 空き家バンク制度を通じて、空き家の利活

用を促進するとともに、良質な住環境の整備

を行うことで、移住定住を推進します。 

 

【関連する事業】 

○空き家バンク事業 
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【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 現状値 目標値 

観光入込客数 2,960 千人 3,463 千人 

空き家バンク登録物件

の成約数 
年 3 件 年 4 件 
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基本目標３ 安心して出産・子育てができる環境をつくる 

 

【基本的方向】 

本市の合計特殊出生率は、１．４０（平成２９年）と全国平均１．４３（平

成２９年）を下回っており、出生数についても、ピーク時の１，０４７人（平

成６年）に対して５５８人（平成２９年）と半数近くまで減少しています。 

今後も、共働き世帯や核家族化の進展により、子育てニーズが高まる中、妊

娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援を行うことにより、誰もが安心し

て出産・子育てができる環境を整えます。 

また、未来を担う子どもたちが社会に出て活躍できるよう、更なる教育環境

の充実を図ります。 

 

【数値目標】 

指標 現状値 目標値 

合計特殊出生率 1.40（H29） 1.64 

 

【施策パッケージごとの主な施策・ＳＤＧｓの目標】 

施策パッケージ 主な施策 ＳＤＧｓの目標 

妊娠、出産、子育

ての切れ目のな

い支援 

■母子の支援体制の充実 

子育て世代包括支援センターを通して、妊

娠中から育児期まで継続して関わり、産後の

育児不安などへの支援を行います。 

 

【関連する事業】 

○子育て世代包括支援センター運営事業 

○母子手帳アプリの導入 

 

■子育て家庭への支援 

子育てに関する情報提供や各種支援の充

実を図るなど、子育て家庭を応援します。 

 

【関連する事業】 

○地域子育て支援センター事業 

○子ども医療費助成事業 

○子だから祝金給付事業 
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■保育環境の整備 

安全で安心して過ごせる子どもの居場所

を確保するため、民間とも連携しながら保育

園施設の整備を推進します。 

 

【関連する事業】 

○保育園環境整備事業 

○民間保育園運営費補助金 

 

 

■子どもの居場所づくり 

放課後の子どもの居場所を確保するため、

放課後児童クラブ運営を支援します。 

 

【関連する事業】 

○放課後児童健全育成事業 

 

 

■ひとり親家庭等への支援 

ひとり親家庭等の子どもに対し、基本的な

生活習慣の習得支援、学習支援を行います。 

 

【関連する事業】 

○生活困窮者等学習支援事業 

 

 

 

子どもの教育環

境の充実 

■グローバル化に対応した外国語教

育の推進 

君津市版英語検定、イングリッシュ・デイ・

キャンプ、君津市版スピーチコンテストな

ど、市独自の英語の取組や外国語教育におけ

る課題、改善策について検討し、内容の充実

を図ります。 

 

【関連する事業】 

○英語教育推進事業 

○外国人英語助手活用事業 
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■学力向上の推進 

繰り返しや習慣化を重視して基礎的・基本

的な知識・技能の習得を促すとともに、「主体

的・対話的で深い学び」の視点からの授業を

行い、言語能力や情報活用能力、体験から学

び実践する力の育成を図ります。 

 

【関連する事業】 

○学力向上推進事業 

 

■読書に親しむ環境の充実 

小学生までの各時期に合った絵本・図書を

紹介するなど、子どもたちが読書の楽しさを

経験できる環境の充実を図ります。 

 

【関連する事業】 

○子どもの読書活動推進事業 

○中央図書館読書推進事業 

○中央図書館資料貸出事業 

 

■学校再編の推進 

学校の適正規模・適正配置、小中一貫教育 

やコミュニティ・スクール、特色ある学校づ

くり等、時代にあった新しいタイプの学校・

カリキュラムを構築し、魅力的な学校づくり

を推進します。 

 

【関連する事業】 

○学校再編推進事業 

○施設整備事業（小・中学校費） 

○小中一貫推進事業 

○コミュニティ・スクール推進事業 

 

■安全安心な教育環境の整備 

トイレの洋式化を計画的に実施するなど

教育環境の改善や災害時の避難所としての

機能向上を図ります。 
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【関連する事業】 

○小学校トイレ改修事業 

○中学校トイレ改修事業 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 現状値 目標値 

3 歳児健康診査のアンケ

ートにおいて「この地域

で、今後も子育てをして

いきたい」と思う人の割

合 

66.4% 68.0% 

認可保育園の待機児童

数（毎年４月１日時点） 
60 人 0 人 

児童生徒が「わかる」授

業の展開 

小学校 93.7% 

中学校 77.5% 

小学校 100% 

中学校 90% 
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基本目標４ つながり・支え合いによる安心安全なまちをつくる 

 

【基本的方向】 

令和元年９月の台風１５号、１９号を教訓とし、早期の災害からの復旧・復

興に全力で取り組んでいくとともに、地域のつながりや支え合いが息づく、安

心安全な暮らしが実現できるまちづくりを推進します。 

また、人口減少や少子高齢化の進展により、コミュニティやサービス機能の

低下が懸念される中、都市機能の集積による利便性の向上や、地域の実情に応

じた公共施設の再編、交通ネットワークの充実を図るなど、持続可能なまちづ

くりを推進します。 

 

【数値目標】 

指標名 現状値 目標値 

住みやすいと思う人の

割合 
61.4％ 69.3％ 

 

【施策パッケージごとの主な施策・ＳＤＧｓの目標】 

施策パッケージ 主な施策 ＳＤＧｓの目標 

災害からの復旧

復興と安心安全

な暮らしの確保 

■市民生活の早期再建 

 市民が１日も早く日常生活を取り戻せる

よう、国や県とも連携しながら、住宅再建な

どの支援を行います。 

 

【関連する事業】 

○災害復旧・復興関係費事業 

 

■産業・経済の復興 

農業用施設等の復旧、中小企業者向けの事

業資金融資等の支援等を通じ、早期の産業復

興、地域経済の活性化を図ります。 

 

【関連する事業】 

○災害復旧・復興関係費事業 
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■地域防災力の向上 

台風 15 号、19 号による被災等を踏まえ、

地域防災計画の見直しを行うとともに、情報

伝達手段の充実、自主防災組織の取組を強化

するなど、地域防災力の向上を図ります。 

また、災害に強く、安全で安心な暮らしを

目指したまちづくりを推進するため、インフ

ラや公共施設等の強靭化を図ります。 

 

【関連する事業】 

 〇災害に強いまちづくり関係費事業 

○防災アセスメント調査事業 

○地区防災計画策定事業 

○デジタル防災行政無線施設整備事業 

○防災情報フリーダイヤル事業 

○自主防災組織育成事業 

○防災訓練関係費 

○非常災害時用備蓄品購入事業 

○防災啓発事業 

 

 

 

■地域における防犯対策の推進 

自主防犯活動を支援することにより、地域

の防犯力を高め、犯罪認知件数の減少を目指

します。 

また、防犯ボックスを拠点とし、地域の児

童生徒の見守り活動や自主防犯団体との合

同パトロールなど、地域住民、市、警察、県

が一体となった防犯活動を推進します。 

 

【関連する事業】 

○防犯推進事業 

○君津市防犯ボックス運営事業 

 

コミュニティづ

くりの推進 

■市民協働の推進 

市民活動の情報発信を行うとともに、地域

活性化や特色あるまちづくりに資する取組  
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を支援します。 

また、対話型による市民参加手続きを浸透

させるための取組や市民協働を推進するた

めの講座を実施します。 

 

【関連する事業】 

○市民活動団体支援事業 

○市民協働のまちづくり推進事業 

 

■自治会加入の促進 

転入・転居に際し、啓発用のチラシ及び自

治会加入連絡票を配布し、自治会加入を呼び

かけるなど、自治会加入率の維持・向上に努

めます。 

 

【関連する事業】 

○自治会振興交付金 

 

 

 

■国際交流の推進 

交流イベントや外国語教室の開催等、市民

レベルでの交流を推進し、相互理解を深め、

多文化共生社会の実現を目指します。 

 

【関連する事業】 

○国際交流推進事業 

 

地区の特性に応

じた拠点形成と

交通ネットワー

クの充実 

■都市機能の充実・強化 

地域の拠点を中心に都市機能を集積する

など、持続可能なコンパクトなまちづくりを

推進します。 

 

【関連する事業】 

○立地適正化計画策定事業（新規） 

○バリアフリー構想策定事業（新規） 

 

 

■交通ネットワークの充実 

各交通モード（鉄道や路線バス等）の機能

充実及び相互連携により、利便性の高い公共  
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交通体系を構築し、地域の拠点を結び付ける

など、交通ネットワークの充実を図ります。 

 

【関連する事業】 

○総合交通体系整備促進事業 

○久留里線の魅力発信推進事業 

○不採算路線維持費補助金 

○小糸川循環線バス運行事業 

○中島・豊英線バス運行事業 

○人見・大和田・神門線バス運行事業 

○デマンド交通事業 

■公共施設マネジメントの推進 

市民ニーズに応じた公共施設サービスを

持続的に提供していくため、民間活力の活

用、施設の複合化・集約化、更新費用の平準

化等、質・量・財政負担の最適化を図ります。 

 

【関連する事業】 

○ファシリティマネジメント推進事業 

○市民対話推進事業 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

自主防災組織カバー率 71% 75% 

市民活動の活性化 年 19 件 年 22 件 

公共施設総量の削減 

（2015 年（平成 27 年）

の延床面積を基準） 

－ 2.4％削減 
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参考（付属資料） 

１．策定体制（体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

市 民 

市 議 会 
○君津市未来創造戦略本部会議 

構成員：市長、副市長、教育長、各部

の長 

内 容：総合調整、重要事項の審議等 

 

○君津市未来創造戦略幹事会議 

構成員：各部主管課の長 

内 容：素案の検討、調整など 

 

○市長と若手職員による座談会 

構成員：市長、若手職員 

内 容：若手職員のアイデアを聴取 

 

○事務局 

企画政策部企画課 

整 合 

報 告 

意 見 

○君津市「まち・ひと・しごと創生」有

識者会議 

構成員：産・官・学・金・労・言の各分

野の代表 

内 容：内容の検討など 

各種アンケート 

各種団体との 

意見交換会 

パブリックコメント 

君津市 

総合計画 

連 携 

意 見 
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２．策定経過 

   君津市未来創造戦略本部会議及び幹事会議 

本部会議 開催日 

第１回 令和元年９月２日 

第２回 令和元年１１月下旬予定 

第３回 令和２年２月下旬予定 

 

幹事会議 開催日 

第１回 令和元年８月２７日 

第２回 令和元年１１月中旬予定 

第３回 令和２年２月下旬予定 

    

   君津市「まち・ひと・しごと創生」有識者会議 

有識者会議 開催日 

第１回 令和元年７月１０日 

第２回 令和元年１１月６日 

第３回 令和２年２月中旬予定 

 

   市長と若手職員による座談会 

会議 開催日 

事前打合せ 令和元年８月２１日 

座談会 令和元年８月２７日 

 

   各種団体等との意見交換 

団体名 開催日 

君津商工会議所青年部 令和元年７月１６日 

ＪＡきみつ青年部 令和元年８月６日 

東京大学（狩人の会） 令和元年８月８日 

児童室飾りつけ隊 

（公民館サークル） 
令和元年８月２３日 

千葉県立上総高等学校 令和元年９月２７日 

千葉県立君津高等学校 令和元年１０月１６日 
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君津市議会 

定例会 開催日 

令和元年第３回議会全員協議会 令和元年７月１７日 

令和元年第４回議会全員協議会 令和元年１２月議会中予定 

令和２年第１回議会全員協議会 令和２年３月議会中予定 

 

   まちづくり意見公募手続き（パブリックコメント） 

内容 期間 

第２期君津市「まち・ひと・し

ごと創生」総合戦略の素案 
令和２年１月上旬～２月上旬予定 
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３．アンケート調査 

（１）結婚・出産・子育てに関するアンケート調査 

◆ 調査方法 

調査対象 
本市に居住する１８歳～４９歳の方の中から２，０００人無作為抽

出 

調査方法 郵送による発送・回収（無記名） 

調査期間 令和元年７月２６日～令和元年８月１２日 

回収状況 配布数：２，０００人 有効回答数３７０人 回答率１８．５％ 

 

◆ 調査結果の概要（結婚・出産・子育て） 

項目 主な結果 

①現在の子ども

の人数 

０人（６４．３％）、１人（１３．５％） 

２人（１５．１％）、３人（３．８％） 

②初婚年齢（既

婚者） 

２５歳以上３０歳未満（３１．８％） 

２０歳以上２５歳未満（２９．５％） 

３０歳以上３５歳未満（２２．７％） 

③結婚をしてい

ない理由 

・適当な相手にめぐり会わない（２８．６％） 

・まだ若すぎる（１３．６％） 

・仕事が忙しくて自由な時間がない（６．４％） 

④理想とする結

婚年齢 

２５歳以上３０歳未満（４３．８％）３０歳以上３５歳未満（２３．

０％）、２０歳以上２５歳未満（１３．０％） 

⑤結婚を決心す

る（した）理由 

・希望の条件を満たす相手にめぐり会えたから（３７．０％） 

・経済的に余裕ができたから（１２．４％） 

・子どもを授かったから（９．７％） 

⑥結婚相手への 

重視項目（１０

点満点中） 

・全体：人柄（８．１１）、仕事への理解（７．６４）、経済力（７．

５７） 

・男性：仕事への理解（８．８９）、共通の趣味（８．２５）、人柄

（８．２１） 

・女性：経済力（８．５８）、人柄（８．１２）、容姿（７．６６） 

⑦晩婚化・未婚

化の原因 

・独身の方が自由で気楽だから（４５．４％） 

・家庭をもつ経済力がないから（４３．５％） 

・適当な相手にめぐりあう機会がないから（４０．８％） 

⑧理想とする子

どもの人数 
２人（５９．５％）、３人（２３．５％）、１人（４．６％） 
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⑨実際に育てら 

れると思う子ど 

もの人数 

２人（４７．８％）、１人（２６．５％）、３人（１１．６％） 

⑩実際に育てら 

れる人数が理想 

の人数より少な 

い理由 

・教育費などの経済的負担が大きいから（３５．４％） 

・子育てと仕事の両立が難しいから（２０．５％） 

・年齢的に難しいから（１１．０％） 

⑪子育て支援策

として力を入れ

るべきこと 

・経済的負担の軽減（６１．１％） 

・急な病気にも対応できるような小児医療サービスの充実（３５．

９％） 

・乳幼児保育サービスの充実（３３．０％） 
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（２）転入者アンケート調査 

◆ 調査方法 

調査対象 本市に転入された１８歳以上の方の中から２，０００人無作為抽出 

調査方法 郵送による発送・回収（無記名） 

調査期間 令和元年７月２６日～令和元年８月１２日 

回収状況 配布数：２，０００人 有効回答数３４７人 回答率１７．４％ 

 

◆ 調査結果の概要（転入者） 

項目 主な結果 

①年齢 
２０歳代（３２．３％）、３０歳代（２３．９％）、４０歳代

（１３．５％） 

②転入前の居住地（都

道府県） 
千葉県（５５．９％）、東京都（８．６％）、福岡県（５．８％） 

③君津市の居住経験 
・以前、君津市に住んでいたことがある（３７．８％） 

・君津市に住んだことがない（６０．８％） 

④家族構成 
一人世帯（５２．７％）、夫婦のみ（１５．６％）、夫婦と子

（１３．５％） 

⑤子どもの人数 

・子どもはいない（６８．０％） 

・２０歳未満の子どもがいる（１６．１％） 

・２０歳以上の子どもがいる（８．９％） 

⑥転入理由 
・結婚のため（２０．２％）・転勤のため（１８．４％） 

・就職のため（１８．２％） 

⑦君津市を選択した 

理由 

・職場が近いから（４２．４％） 

・実家や親戚が近隣に住んでいるから（２３．９％） 

・家賃や土地価格など住宅事情が良かったから（１５．３％） 

⑧定住意向 

・ずっと住み続けたい（１８．２％）、当分住み続けたい（３ 

７．５％）⇒計５５．７％ 

・いずれ転出したい（２０．５％）、すぐにでも転出したい 

（３．２％）⇒計２３．７％ 

・どちらともいえない（１７．６％） 

⑨転出したい理由 

・生活するのに不便（３５．４％） 

・公共交通が整っていない（２３．２％） 

・通勤・通学に不便（１８．３％） 
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４．用語解説 
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